
【諮問資料６】

各市町の状況

補助金交付の有無

三田市 無 6

ＰＴＡ連合会
ボーイスカウト
ガールスカウト
連合婦人会
ユネスコ協会
子ども会連絡協議会

有
（事業補助）

・社会教育関係団体補助金として事業補助金の交付をしており、補助金の交付にあたっては生涯学習審議会の意見を聞いている。 地域創生部 市⺠協働室
文化スポーツ課

伊丹市 無
有

（事業補助）
・PTA、ユネスコ等の活動内容によって所管課が異なり、事業補助金の執行も個別に行っている。
・社会教育委員会は設置しているが、社会教育全般について提言いただくのみで、団体への補助・支援のあり方に特化して審議願うものではない。

教育委員会事務局 生涯学習部
社会教育課

宝塚市 無 無
・PTA、ユネスコ等、結果として社会教育に関する活動を行なっている団体はいくつかあるが、公⺠館など施設利⽤料の減免等の優遇措置はしていない。
・NPO法人の１事業にのみ過去からの経緯があり事業補助金を交付しているが、社会教育関係団体としてではない。

教育委員会 社会教育部
生涯学習室 社会教育課

川⻄市 無 4

婦人会
ユネスコ協会
PTA連合会
市立幼稚園PTA連合会

有
（運営補助）

・他所管課より、ガールスカウト、ボーイスカウト、文化団体、スポーツ団体、人権団体へは部門ごとに団体への運営補助金を交付している。
（社会教育関係団体補助金とは異なるが、補助金については翌年度補助金の交付（予算等）について、社会教育委員の意見を聞いている。）
・文化団体については、「その他市⻑が認めるもの」として、施設利⽤料を減免している場合もある。

教育委員会 教育推進部
社会教育課

猪名川町 有 143
文化、スポーツ、リク
リエーション活動含む

無
・登録団体は２年に１回更新。
・補助金制度は無いが、社会教育施設の施設利⽤料減免はあり。

教育委員会 教育振興課
社会教育室

尼崎市 有 27
文化、スポーツ、リク
リエーション活動含む

有
（事業補助）

・登録団体は１年に１回更新。
・事業補助金交付の対象となる団体（婦人会・PTAなど）については、各団体ごとに別途補助金要綱を定めている。各年度当初に、社会教育委員への報告を
し、そこで出た意見を来年度反映させるものとしている。
・２年前に公⺠館廃⽌のため、施設利⽤料減免等の優遇措置は無い。
・補助金交付や優遇措置は無いが登録している団体有り。メリットは、市の助言を受けることが出来る。

教育委員会 社会教育部
社会教育課

⻄宮市 無 無
・社会教育関係団体としての補助金交付はしていないが、毎年固定の５団体（⻘少年愛護協議会、子ども会協議会、ボーイスカウト、ガールスカウト、人
権・同和教育協議会）へ生涯学習審議会の意見を聞いた上で、運営補助金または事業補助金の交付をしている。

産業文化局 生涯学習部
生涯学習企画課

神⼾ 神⼾市 無 2
ＰＴＡ協議会
婦人団体協議会

有
（事業補助）

・補助金の交付にあたっては社会教育委員の意見を聞いており、⻑年この2団体に固定されていることを問題視する意見も出ているが、現段階で見直す予定
は無い。

教育委員会事務局
総務部総務課

丹波 丹波篠山市 無 有
・各事業ごとに補助金の交付をしているが、社会教育委員の審査や意見の聴取は行っていない。予算が限られているため、補助金交付団体は毎年固定されて
いる。
・「社会教育関係団体」としての位置づけによる施設利⽤料減免等の優遇措置は無い。

教育委員会 社会教育課
生涯学習係

北播磨 加⻄市 有 123
文化、スポーツ、リク
リエーション活動含む

無
・登録団体は、公⺠館、体育館の施設利⽤料が全額減免される。
・登録団体は１年に１回更新。

教育委員会 生涯学習課

阪神北

補助対象が社会教育団体ではな
いので把握していない

社会教育関係団体という位置づ
けが無い

市町村
社会教育関係団体登録要綱
（認定要綱）設置の有無

社会教育関係団体への補助金等の支援状況 社会教育所管支援対象の団体数
（R2年度現在）

有
（団体補助・
事業補助）

・コミュニティスクール連絡協議会、コミュニティスクール９団体、人権教育推進協議会、PTA協議会を対象に、団体補助金を交付している。
 交付については社会教育委員の意見を聞いている。
・上記以外の団体は公募提案型補助金を社会教育委員が審査の上、事業費の３分の２を上限で交付。

教育委員会 社会教育部
生涯学習課管理係

把握していない
各事業によって対象団体数が変
動する。

阪神南 把握していない

芦屋市 有 249
文化、スポーツ、リク
リエーション活動含む


